
     



「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者 
である旨の届出事項の変更届出書」の記載要領等 

１ 提出すべき場合 

この届出書は、既に提出した「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書（第５号様式）」に

記載した事項に変更があったときに、提出するものです（消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成30年政令第135号）

による改正後の消費税法施行令70の14③）。 

 

２ 提出時期等 

既に提出した「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」に記載した事項に変更が生じた場

合に、速やかに提出してください。 

 

３ 記載要領 

⑴ 「法人番号」欄は、届出者の法人番号を記載します。 

  なお、法人番号を有しない者は記載不要です。 

⑵ 「変更年月日」欄は、変更があった年月日を記載します。 

⑶ 「変更事項」欄は、該当する□にレ印を付します。「その他」を選択した場合、変更内容を記載します。 

  なお、適格請求書発行事業者を新たに組合員として加入させた場合は、「その他」にレ印を付し、その旨を記載して

ください。 

  また、組合員として脱退等をする場合も、「その他」にレ印を付し、その旨を記載してください。 

⑷ 「変更前」欄及び「変更後」欄は、それぞれ変更事項を記載します。 

  なお、適格請求書発行事業者を新たに組合員として加入させた場合は、「変更後」欄にその組合員の氏名又は名称及

び登録番号を記載します。 

  また、組合員として脱退等をする場合は、「変更前」欄にその組合員の氏名又は名称及び登録番号を記載してくださ

い。 

⑸ 「参考事項」欄は、その他参考となる事項等がある場合に記載します。 

⑹ 記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

 

４ 添付書類 

  任意組合等に係る組合契約の契約書その他これに類する書類の写し 

 

 

５ その他 

  インボイス制度特設サイトでは、①説明会の開催案内、②インボイス制度について解説した動画 

③インボイス制度に関する取扱通達やＱ＆Ａなどを掲載しています。 

特設サイト 
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